
議

案

第

七

号

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

敬

老

会

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

八

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

敬

老

会

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

敬

老

会

館

条

例

（

昭

和

五

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

題

名

中

「

敬

老

会

館

」

を

「

ゆ

う

ゆ

う

館

」

に

改

め

る

。

第

一

条

中

「

敬

老

会

館

（

以

下

「

会

館

」

と

い

う

。

）

を

別

表

第

一

」

を

「

ゆ

う

ゆ

う

館

（

以

下

「

館

」

と

い

う

。

）

を

別

表

」

に

改

め

る

。

第

二

条

第

一

項

中

第

五

号

を

削

り

、

第

六

号

を

第

五

号

と

し

、

同

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

２

館

は

、

前

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

行

う

。

一

高

齢

者

の

健

康

増

進

及

び

介

護

予

防

に

関

す

る

こ

と

。

二

高

齢

者

の

教

養

の

向

上

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

に

関

す

る

こ

と

。

三

高

齢

者

の

生

き

が

い

活

動

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

四

高

齢

者

の

社

会

参

加

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

五

館

の

施

設

の

使

用

に

関

す

る

こ

と

。



六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

業

第

三

条

中

「

及

び

会

館

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

等

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

館

を

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

一

区

内

に

住

所

を

有

す

る

六

十

歳

以

上

の

者

二

前

条

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

規

定

す

る

事

業

に

参

加

す

る

者

三

そ

の

他

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

た

者

第

四

条

第

一

項

中

「

セ

ン

タ

ー

等

」

を

「

セ

ン

タ

ー

及

び

館

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

等

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

る

。

第

十

一

条

を

削

り

、

第

十

二

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

別

表

第

一

中

「

「

敬
老
会
館

杉
並
区
立
上
荻
窪
敬
老
会
館

ゆ
う
ゆ
う
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
上
荻
窪
館

杉
並
区
立
下
高
井
戸
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
下
高
井
戸
館

杉
並
区
立
西
田
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
西
田
館

杉
並
区
立
堀
ノ
内
松
ノ
木
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
堀
ノ
内
松
ノ
木
館

杉
並
区
立
阿
佐
谷
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
阿
佐
谷
館

杉
並
区
立
高
円
寺
北
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
北
館

杉
並
区
立
大
宮
前
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
大
宮
前
館

杉
並
区
立
馬
橋
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
馬
橋
館



杉
並
区
立
方
南
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
方
南
館

杉
並
区
立
荻
窪
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
荻
窪
館

杉
並
区
立
四
宮
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
四
宮
館

杉
並
区
立
井
草
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
今
川
館

杉
並
区
立
天
沼
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
天
沼
館

杉
並
区
立
上
高
井
戸
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
上
高
井
戸
館

杉
並
区
立
高
円
寺
南
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
南
館

杉
並
区
立
桃
井
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
桃
井
館

を

に

改

め

る

。

杉
並
区
立
高
円
寺
東
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館

杉
並
区
立
和
田
中
央
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
和
田
館

杉
並
区
立
梅
里
堀
ノ
内
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
梅
里
堀
ノ
内
館

杉
並
区
立
和
泉
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
和
泉
館

杉
並
区
立
高
井
戸
西
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
井
戸
西
館

杉
並
区
立
西
荻
北
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
西
荻
北
館

杉
並
区
立
高
井
戸
東
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
井
戸
東
館

杉
並
区
立
井
草
中
央
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
井
草
館

杉
並
区
立
阿
佐
谷
北
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
阿
佐
谷
北
館

杉
並
区
立
善
福
寺
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
善
福
寺
館

杉
並
区
立
久
我
山
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
久
我
山
館



杉
並
区
立
浜
田
山
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
浜
田
山
館

杉
並
区
立
下
井
草
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
下
井
草
館

杉
並
区
立
永
福
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
永
福
館

杉
並
区
立
荻
窪
東
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
荻
窪
東
館

杉
並
区
立
大
宮
堀
ノ
内
敬
老
会
館

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
大
宮
堀
ノ
内
館

」

」

別

表

第

二

を

削

り

、

別

表

第

一

を

別

表

と

す

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

敬

老

会

館

条

例

の

規

定

に

よ

り

杉

並

区

立

敬

老

会

館

の

使

用

の

承

認

を

受

け

て

い

る

者

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

ゆ

う

ゆ

う

館

条

例

の

規

定

に

よ

り

杉

並

区

立

ゆ

う

ゆ

う

館

の

使

用

の

承

認

を

受

け

て

い

る

者

と

み

な

す

。

３

杉

並

区

行

政

財

産

使

用

料

条

例

（

昭

和

五

十

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

（

別

表

第

二

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

）



（

二

ゆ

う

ゆ

う

館

）

使

用

料

広

さ

名

称

使
用
部
分

区

別

午

前

午

後

夜

間

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
後
六
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
九
時
ま
で

集
会
室

和

室

二
九
・
四

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
上
荻
窪
館

〃

洋

室

五
四
・
六

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

三
二
・
四

七
〇
〇
円

九
〇
〇
円

七
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
下
高
井
戸
館

〃

洋

室

五
八
・
二

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

一
八
・
九

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
西
田
館

〃

洋

室

四
七
・
五

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

二
五
・
二

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
堀
ノ
内
松
ノ

〃

洋

室

五
〇
・
九

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

木
館

多
目
的
室

洋

室

四
二
・
六

九
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

九
〇
〇
円

集
会
室

和

室

四
一
・
四

九
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

九
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
阿
佐
谷
館

〃

洋

室

四
四
・
二

九
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

九
〇
〇
円

〃

和

室

三
二
・
一

七
〇
〇
円

九
〇
〇
円

七
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
北
館

〃

洋

室

四
五
・
〇

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円



講
座
室

洋

室

四
五
・
〇

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

集
会
室

和

室

二
二
・
〇

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
大
宮
前
館

〃

洋

室

五
七
・
九

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
三
・
〇

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
馬
橋
館

〃

洋

室

五
三
・
〇

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
六
・
〇

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
方
南
館

〃

洋

室

三
八
・
四

八
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

八
〇
〇
円

〃

和

室

三
〇
・
六

七
〇
〇
円

九
〇
〇
円

七
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
荻
窪
館

〃

洋

室

五
一
・
二

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

一
八
・
〇

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
四
宮
館

〃

洋

室

五
六
・
四

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
二
・
五

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
天
沼
館

〃

洋

室

五
五
・
〇

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
八
・
一

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
上
高
井
戸
館

〃

洋

室

五
一
・
二

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
九
・
一

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
南
館

〃

洋

室

四
七
・
五

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

一
六
・
二

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
桃
井
館

〃

洋

室

四
六
・
二

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円



〃

和

室

五
一
・
〇

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館

〃

洋

室

五
九
・
〇

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

一
八
・
四

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
和
田
館

〃

洋

室

四
九
・
五

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

一
五
・
八

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
梅
里
堀
ノ
内
館

〃

洋

室

七
九
・
三

一
、
六
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

〃

和

室

一
九
・
三

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
和
泉
館

〃

洋

室

四
五
・
一

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

二
六
・
七

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
井
戸
西
館

〃

洋

室

五
九
・
二

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

洋
室
一

六
二
・
一

一
、
四
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
西
荻
北
館

〃

洋
室
二

二
三
・
八

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

洋
室
一

〃

八
五
・
九

一
、
八
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

体
使
用

〃

和

室

二
三
・
一

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
高
井
戸
東
館

〃

洋

室

五
七
・
四

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
六
・
四

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
井
草
館

〃

洋

室

六
五
・
七

一
、
四
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

〃

和

室

二
八
・
九

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
阿
佐
谷
北
館



〃

洋

室

六
二
・
一

一
、
四
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

〃

和

室

二
八
・
二

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
善
福
寺
館

〃

洋

室

四
六
・
〇

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

二
一
・
八

四
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
久
我
山
館

〃

洋

室

四
七
・
九

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

一
九
・
八

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
浜
田
山
館

〃

洋

室

五
四
・
九

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

〃

和

室

二
六
・
九

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
下
井
草
館

〃

洋

室

七
七
・
五

一
、
六
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

多
目
的
室

洋

室

四
五
・
四

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

集
会
室

和

室

二
五
・
九

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
永
福
館

〃

洋

室

五
三
・
〇

一
、
一
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

多
目
的
室

洋

室

六
九
・
八

一
、
四
〇
〇
円

一
、
八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

集
会
室

和

室

二
九
・
八

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

五
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
荻
窪
東
館

〃

洋

室

四
六
・
〇

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

〃

和

室

四
四
・
六

九
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

九
〇
〇
円

杉
並
区
立
ゆ
う
ゆ
う
大
宮
堀
ノ
内

〃

洋

室

四
一
・
三

九
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

九
〇
〇
円

館

講
座
室

洋

室

三
八
・
四

八
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

八
〇
〇
円



付
記１

使
用
時
間
を
延
長
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
午
前
又
は
午
後
の
時
間
区
分
の
み
管
理
上
支
障
の
な
い
限
り
一
時
間
を
限
度
と
し
て
使

用
時
間
の
延
長
を
許
可
し
、
こ
の
場
合
の
延
長
時
間
の
使
用
料
は
、
規
定
使
用
料
の
三
割
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２

午
前
と
午
後
、
午
後
と
夜
間
又
は
午
前
と
午
後
と
夜
間
を
引
き
続
き
使
用
す
る
場
合
の
中
間
時
間
に
対
し
て
は
、
使
用
料
を
徴
収
し

な
い
。

（

提

案

理

由

）

敬

老

会

館

の

名

称

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

事

業

を

拡

充

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

敬

老

会

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

及

び

ゆ

う

ゆ

う

館

条

例

び

敬

老

会

館

条

例

（

設

置

）

（

設

置

）

第

一

条

高

齢

者

の

福

祉

の

増

進

を

図

る

た

め

、

杉

第

一

条

高

齢

者

の

福

祉

の

増

進

を

図

る

た

め

、

杉

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

（

以

下

「

セ

並

区

立

高

齢

者

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

」

と

い

う

。

）

及

び

ゆ

う

ゆ

う

館

（

以

下

ン

タ

ー

」

と

い

う

。

）

及

び

敬

老

会

館

（

以

下

「

館

」

と

い

う

。

）

を

別

表

の

と

お

り

設

「

会

館

」

と

い

う

。

）

を

別

表

第

一

の

と

お

り

設

置

す

る

。

置

す

る

。

（

事

業

）

（

事

業

）

第

二

条

セ

ン

タ

ー

は

、

前

条

の

目

的

を

達

成

す

る

第

二

条

セ

ン

タ

ー

は

、

前

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

行

う

。

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

行

う

。

一

～

四

略

一

～

四

略

五

会

館

に

関

す

る

こ

と

。

五

略

六

略

資 料
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２

館

は

、

前

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

に

２

会

館

は

、

前

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

施

掲

げ

る

事

業

を

行

う

。

設

の

使

用

に

関

す

る

事

業

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

一

高

齢

者

の

健

康

増

進

及

び

介

護

予

防

に

関

す

認

め

る

事

業

を

行

う

。

る

こ

と

。

二

高

齢

者

の

教

養

の

向

上

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

に

関

す

る

こ

と

。

三

高

齢

者

の

生

き

が

い

活

動

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

四

高

齢

者

の

社

会

参

加

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

五

館

の

施

設

の

使

用

に

関

す

る

こ

と

。

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

業

（

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

）

（

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

）

第

三

条

セ

ン

タ

ー

第

三

条

セ

ン

タ

ー

及

び

会

館

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

を

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

等

」

と

い

う

。

）

を

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

六

十

歳

以

上

の

者

そ

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

六

十

歳

以

上

の

者

そ

の

他

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

た

者

と

す

る

。

の

他

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

た

者

と

す

る

。

２

館

を

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

に

掲
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資 料

げ

る

者

と

す

る

。

一

区

内

に

住

所

を

有

す

る

六

十

歳

以

上

の

者

二

前

条

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

規

定

す

る

事

業

に

参

加

す

る

者

三

そ

の

他

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

た

者

（

使

用

の

手

続

等

）

（

使

用

の

手

続

等

）

第

四

条

セ

ン

タ

ー

及

び

館

（

以

下

「

セ

ン

タ

ー

第

四

条

セ

ン

タ

ー

等

等

」

と

い

う

。

）

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

の

承

認

を

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

２

区

長

は

、

次

の

各

号

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

前

項

の

承

認

を

与

え

な

い

こ

と

が

で

き

と

き

は

、

前

項

の

承

認

を

与

え

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

（

管

理

の

委

託

）

第

十

一

条

区

長

は

、

別

表

第

二

上

欄

に

掲

げ

る

会

館

の

管

理

を

同

表

下

欄

に

掲

げ

る

公

共

的

団

体

に

委

託

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

区

長

は

当

該

公

共

的

団

体

と

の

間

に

委

託

の
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範

囲

、

管

理

の

方

法

そ

の

他

委

託

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

前

項

の

規

定

に

基

づ

き

管

理

を

委

託

し

た

と

き

は

、

区

長

は

、

予

算

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

委

託

し

た

事

業

の

執

行

に

要

す

る

経

費

を

支

払

う

も

の

と

す

る

。

（

委

任

）

（

委

任

）

第

十

一

条

略

第

十

二

条

略




